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ҭͯԠԉ՝ࢠ
ʢ͜Ͳ΋Ոఉ
  ͢͜΍͔センターʣ

・妊産婦、子育て世帯、
こどもへの相談支援
・乳幼児の育児
・離乳食や幼児食など食事全般
・歯に関すること全般
・療育、発達
・こどもの予防接種
◆保健師、助産師、看護師、
歯科衛生士、管理栄養士、
社会福祉士、発達相談員など

午前8時45分～
午後5時15分

（土曜・日曜、祝日と
12月29日～1月3日
の年末年始を除く）

東雲町
9-12 0725-33-1131（代）

ઘେ௡ࢢ
஍Ҭࢠҭͯ
支ԉセンター

・乳幼児の育児に関すること
・子育て支援に関すること
・子育てサークルに関すること
◆保育士

午前10時～午後4時

（土曜・日曜、祝日と
12月29日～1月3日
の年末年始を除く）

東助松町
4-8-18 0725-23-0012

͜Ͳ΋ҭ੒՝
・保育園やこども園等への
��入園に関すること
◆保育士

午前8時45分～
午後5時15分

（土曜・日曜、祝日と
12月29日～1月3日
の年末年始を除く）

東雲町
9-12 0725-33-1131（代）

ҭ支ԉڭ
センター

・小、中学校の教育相談、
不登校、いじめなどの相談
①来所型相談
②電話相談
③心の相談ホットライン
◆元校長等

午前9時～午後5時

（土曜・日曜、祝日と
12月29日～1月3日
の年末年始を除く）

東雲町
9-54

①②
0725-31-4460（代）

③
0725-26-0005
※FAXでの相談も可能
FAX0725-33-7353

ো͕い෱ࢱ՝ ・障がい者等のケアに
関すること

午前8時45分～
午後5時15分

（土曜・日曜、祝日と
12月29日～1月3日
の年末年始を除く）

東雲町
9-12 0725-33-1131（代）

相談
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૬ஊؔػ ૬ஊ಺༰
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ઘେ௡ࢢ
૬ஊװج
支ԉセンター

・障がい者等のケアに
�関すること

午前8時45分～
午後5時15分

（土曜・日曜、祝日と
12月29日～1月3日
の年末年始を除く）

東雲町
9-15

（市立総合
福祉セン
ター内）

0725-21-8601

FAX
0725-21-8603

૬ஊ支ԉ事業ॴ
ʮͱ͏ͩいʯ

・障がい者等のケアに
関すること

午前9時～
午後5時45分

（土曜・日曜、祝日と
12月29日～1月3日
の年末年始を除く）

汐見町
85-1

0725-20-2356

FAX
0725-23-2349

ಐ発ୡ支ԉࣇ
センター

ʢʹͬ͜͡ʣ

・�こどもの発達や療育、福
祉サービスの利用に
�関すること

午前9時～午後5時
月～土曜日

高津町
3-19 0725-51-7002

ͻͱΓ਌Ոఉ
ʢࢠҭͯԠԉ՝ʣ

・ひとり親家庭等に対する
�総合的な相談、就労支援
に関すること

午前8時45分～
午後5時15分

（土曜・日曜、祝日と
12月29日～1月3日
の年末年始を除く）

東雲町
9-12 0725-33-1131（代）

ઘେ௡ࢢ
ࢭ଴๷ٮಐࣇ
ωοτϫーΫ
事຿ہ

ʢࢠҭͯԠԉ՝ʣ

・こどもの虐待通告、家庭に
関する相談に関すること

午前8時45分～
午後5時15分

（土曜・日曜、祝日と
12月29日～1月3日
の年末年始を除く）

東雲町
9-12

0800-200-0213
もしくは
0725-33-1131（代）

େࡕ෎֋ɹ
Ͳ΋Ոఉࢠ
センター

ʢࣇಐ૬ஊॴʣ

・育児、里親、ヤングケア
ラーなど、こどもの福祉
などに関すること

午前9時～
午後5時45分

（土曜・日曜、祝日と
12月29日～1月3日
の年末年始を除く）

貝　市
畠中1-17-2 072-430-6300
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こどもがこどもでいられる街にこどもがこどもでいられる街に
「ヤングケアラー」とは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている
こどものこと。

本当なら享受できたはずの、勉強に励む時間、 部活に打ち込む時間、 将来に思いを巡らせる時間、
友人との他愛ない時間・・・
　これらの「こどもとしての時間」と引き換えに、 家事や家族の世話をしていることがあります。

まわりの人が気付き、声をかけ、手を差し伸べることで、 ヤングケアラーが「自分は一人じゃない」
「誰かに頼ってもいいんだ」と思える、「こどもがこどもでいられる街」を、みんなでつくっていきませんか。
それはきっと、すべての人が幸せに暮らせる社会をつくる一歩になるはずです。

ヤングケアラーを社会で支えたい

今、困っていることや悩んでいることがある人は相談してみませんか? まずは、自分が話しやすい身近な
大人や学校の先生へ相談してください。自分がヤングケアラーかもしれないと思ったとき、周りでそう
かもしれないこどもを見かけたときは、お気軽に以下の相談先にご相談ください。

☎0725-33-1131（代）

こどもとその家庭に関する相談（児童家庭相談）

子育て応援課

☎0725-21-0294

☎0725-33-1131（代）

高齢者に関する相談（高齢者等のケア）

泉大津市 地域包括支援センター

高齢介護課

☎0725-33-1131（代）

障がい福祉に関する相談（障がい者等のケア）

障がい福祉課

☎0725-20-2356　ファックス 0725-23-2349
相談支援事業所「とうだい」
☎0725-21-8601　ファックス 0725-21-8603
泉大津市基幹相談支援センター

☎0725-31-4460

教育に関する相談

教育支援センター

☎0725-26-0005
心の相談ホットライン

泉大津市の相談窓口

児童相談所相談専用ダイヤル 大阪府子ども専用子どもの悩み相談フリーダイヤル

府や国等の相談窓口

☎0120-189-783または☎189 年中無休24時間受付（無料） ☎0120-7285-25 年中無休24時間受付

ヤングケアラーのこと　こども家庭庁 （https://kodomoshien.cfa.go.jp/young-carer/about/） を加工して作成

障がいや病気のある家族
に代わり、買い物・料理・
掃除・洗濯などの家事

家族に代わり、幼い
きょうだいの世話

障がいや病気のある
家族の世話や見守り

日本語が第一言語でない
家族や障がいのある家族
のために通訳

家計を支えるために労働

アルコール・薬物・ギャンブル
問題を抱える家族への対応

（近くの児童相談所につながります）

詳しくは▲
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